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中立的者の意味 
 レフェリーとアンパイアの課題 

 
PI-Forum 理事 山中英生 

（徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授） 
 

 PI-Forum は中立的立場から合意形成の仕組

み・技術・知恵を社会に提供することを役割とし

て掲げている。 

 我が国の公共政策の合意形成手続きによく話題

に出る第三者機関は、学識者・有識者の会議か、

関係者を加えた協議体などで、行政へ助言・勧告

をしたり、手続きの監視や管理をする「お墨付き」

の役目を持つ。しかし、時としてメンバー構成や

委員長の中立性が問題視されたり、会議運営事務

局やコンサルタントの中立性へ対する疑義が生じ

る．一方、ワークショップなどで、中立的第三者

としてファシリテータを登用する事例も増えてお

り、また、合意形成プロセスの運営者として、建

設・都市計画コンサルタントなど豊富な実績を有

する専門的な実務者も育成されつつある．ただし、

このような人たちも、選定方法、契約方法などの

懸念から、中立的第三者の信頼を得るには難しい

状況も多い。実務の中で中立者を生みだし、機能

させるしくみについては模索の最中であるといっ

ていいだろう。 

 中立者、ファシリテータ、メディエーターはよ

く、スポーツのレフェリーに例えられる。レェフ

リーはゲームがフェアーに行われるために働くが、

勝敗に関心は持たない。スポーツでも、レフェリ

ーの中立性が話題に上ることは多いが、すくなく

とも育成や選定方法などの「しくみ」として、中

立者を作り、機能させているといってよい。 

 ところが、スポーツの歴史を調べてみてわかっ

たが、このしくみは最初からあったのではないよ

うだ。 

 サッカーはイギリスの中世から民衆で楽しまれ

ていたボールゲームに起源をもつが、ルールとし

て明文化されたのは 19 世紀中頃のパブリックス

クールでのフットボールが最初とされる。この時

代は学校によってルールが異なり、審判（アンパ

イア）も学内関係者が行っていた。なので、対外

試合をするにはルールのすりあわせをしなければ

ならなかった。1962 年のイートン校とハロウ校の

卒業生対抗戦では次のようなルールがあったとい

う。 
 

 キャプテンとアンパイアを両チームご

とに選ぶ。 
 アンパイアへのアピールはキャプテン

のみが行う。 
 キャプテンとアンパイアが相談して中

立の人物をレフェリーとして指名す

る。 
 アンパイアのアピールがあった時、レ

フェリーが決定を下し、それが最終と

なる。 
 

（18 ページへつづく） 
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政策課題抽出支援のための問題構造化手法とその合意形成手法への適用可能性 
加藤 浩徳 

東京大学大学院工学系研究科 
 
１．問題構造化手法とは 
 問題構造化手法とは，特定の主体（個人または組織）
によって認識されている問題構造を，インタビューに
よって把握することにより，各主体のフレーム（問題
を捉える枠組み）を明示化する手法である．本手法は，
元来，公共政策における課題抽出の支援を行うことを
狙いとして，筆者らの研究チームにより開発されたも
のである 1)-6)．これまで，筆者らは，関東圏の広域交
通政策 1)，我が国の地方都市における交通問題 2)，イ
ンドネシア・メダン市の都市問題 3) において，問題構
造化手法を適用した事例研究をしてきている．また，
実務者向けの講習会 i) や，学生向けの教育プログラム
ii) の一環としても，問題構造化手法を活用している．
いずれも，大変好評を得ており，今後とも適用事例を
増やしていきたいと考えている．さらに，2007年度か
らは，東京大学公共政策大学院において，演習課題の
一つとして，本手法を取り入れているところである iii)．
これは，公共政策立案における，問題構造把握のため
の，基礎手法を習得してもらうことを，目的としてい
るものである． 
 本稿は，まず，問題構造化手法の概略を紹介し，次
に，本手法の合意形成手法への適用可能性について述
べる． 
 
２．問題構造化手法の特徴 
 本手法と類似した手法は，これまでにも，多数，開
発されてきている．既存手法のレビューについては，
例えば，加藤ら 1)を参照されたい．これらの従来の手
法と比較すると，本稿で取り上げる問題構造化手法の
特徴は，次の通りである． 
(1) 政策プロセスにおける課題設定の重視 
 一般に，政策プロセスは，課題設定，選択肢の創出，
政策決定，政策実施，政策評価の諸段階から構成され
る．このうち，問題構造化手法は，課題設定，選択肢
の創出及び政策決定という上流段階に注目している．
これは，この上流段階の政策プロセスをいかにマネジ
メントするかが，政策決定及び政策実施段階における
合意形成の可能性に大きなインパクトを与えると考え

られるからである． 
(2) 課題のフレーミング効果に着目 
 同じ対象であっても，その提示のされ方によって
人々の反応が異なることは，「フレーミング効果」と呼
ばれている．また，環境政策の分野では，複雑な状況
の下で，何を中心的な問題として位置づけるかという
フレーミングが重要であり，論争に関わる関係主体は，
複数の見方が同時に共存できるような曖昧な状況を利
用して，自分に有利な形で解釈を一つの方向に持って
いこうとすることが，指摘されている．さらに，現実
の政策過程においては，課題のフレーミングのあり方
が適切でないために，様々な形での再フレーミング
（reframing）が，政策プロセスの重要な部分を占めて
いるという指摘もある．問題構造化手法では，課題の
フレーミングの仕方により，関係主体の対応が異なっ
てくるということに注目している． 
(3) 知識融合型アプローチの採用 
 問題構造化手法は，実務者のもつ知識を，できるだ
けシステマティックな方法で顕在化させ，かつ分析者
の知識を実務者の知識と交流，あるいは融合させるこ
とによって，新たな政策課題を発見することを狙って
いる．筆者らは，これを，「知識融合型アプローチ
(Trans-disciplinary approach)」と呼んでいる．このアプ
ローチの，方法論上の重要な点は，分析者が，実務者
の単なる観察者にとどまらず，実務者とのコンタクト
を通じて，それまでに得た様々な知識を，実務者にフ
ィードバックし，実務者の認識にも影響を与えようと
いう意図を，含んでいることである．なお，こうした
知識の融合は，これまでにもすでに見られるものであ
る．例えば，学識経験者と呼ばれる人々が，政府等の
主催する政策検討の諮問委員会等の場を通じて，政策
意思決定に関与する，というプロセスは，これに近い
ものといえる．ただし，本手法のアプローチは，分析
者が，自ら，様々な分析者と実務家の間の相互作用の
場を設定し，それを通して実務に影響を与えようとし
ている点で，従来の分析者の行動様式を超えるもので
ある．本手法は，その意味では，新しいタイプの分析
者の役割を提起しようとする試みであるとも言える
（従来，行政内の専門家は，暗黙にこのような役割を
担ってきた．本手法はそのような行政の暗黙知の明示
化作業であるともいえる）． 
 
 

加藤 浩徳 （かとう・ひろのり） 
東京大学大学院工学系研究科 准教授 
〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1 
kato@civil.t.u-tokyo.ac.jp 
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３．政策課題抽出にあたっての基本的考え方 
 一般に，特定の問題が，政策上の課題となるために
は，さまざまな条件が考えられる．例えば，当該問題
が，「公共の福祉」を害することは，政策課題となるた
めの，一つの代表的な条件といえるかもしれない．だ
が，そもそも「公共の福祉」を定義することは，かな
り困難な作業である．また，その定義に対する社会的
合意は，時代や状況によって変化していくものと考え
られる．そこで，本手法では，そうした政策課題とな
るための条件を，直接的に検討して，一般法則を整理
するのではなく，様々な問題状況から政策課題とすべ
きものは何かを，帰納法的に見いだす手法を検討する，
というアプローチを取っている． 
 ただし，現実には，全く何のルールもなしで，政策
課題を発見することはできない．そこで，政策課題と
なるための，実務上の最低限の条件として，次の一点
を仮定する．つまり，「政策課題とは，少なくとも誰か
一主体によって問題だと認識されているもの」である
ことである．言い換えれば，政策立案時点で，誰にも
気づかれない，あるいは誰にも発見・認知されていな
い問題は，たとえ公共の福祉に反する事象であっても，
政策課題となりえない．本手法では，関係主体によっ
て認識されている問題の集合が，政策課題の源泉であ
る，と考える．したがって，政策課題発見においては，
各関係者の問題認識把握が，決定的に重要となる． 
 
４．問題構造化手法における調査技法 
 問題構造化手法では，インタビュー調査が重要な位
置を占める．分析者は，問題構造および主体別問題構
造認識図に関する仮説を持って，個別にステークホル
ダーとインタビューを行い，仮説をステークホルダー
にぶつけることによって，両者の合意できるものへと
逐次更新していく．  
 ただし，たとえ個別インタビューを通してであって
も，ステークホルダーにより認識される問題は，彼ら
によって，必ずしも正しく表明されない可能性がある．
例えば，問題認識を表明することが，自らのエゴを主
張することになるために，他者からみた自らの印象を
悪化させる可能性がある．その場合は，正直に自分の
意見を言わないかもしれない．また，問題が他主体の
行動によって引き起こされている場合，他主体の問題
を指摘することによってトラブルを引き起こす可能性
があるときには，やはり正直な問題意識の表明をため
らうかもしれない．したがって，どうやってステーク
ホルダーの問題認識を抽出するかが重要な課題となる． 
 ところで，ステークホルダーが問題だと認識するの
は，各種主体の行動目的が与えられるときに，その目
的の達成が阻害されるような事象が発生している，と

認識される場合だと考えられる．例えば，利潤最大化
を行動目的とする営利企業の場合には，利潤を低下さ
せる要因の存在が，問題点として認識されるであろう．
ただし，現実の企業は，複数の行動計画期間を念頭に
置きつつ，多様なリスク環境のもとでの各種方策のポ
ートフォリオを行っており，必ずしも行動目的は単純
ではない．そのため，複数の行動目的を持つ組織の場
合には，認識される問題が複数となったり，目的が階
層化されている場合には，問題も階層的となったりす
ることがある．また，当然だが，目的達成を直接的に
阻害する事象だけではなく，間接的な要因に対しても
問題は認識される．例えば，他主体が特定の行動を行
うことを予想していたのに，予想外の行動をしたため
に当初想定していた行動目的の達成が阻害される等の，
ゲーム的な状況がこれに該当する． 
 したがって，ステークホルダーの認識する問題の抽
出を行うためには，次の点が重要となることがわかる．
第一に，単にステークホルダー自身が発信する情報を
集めるだけでなく，ステークホルダーとの双方向コミ
ュニケーションを通じて，暗黙的な知識や情報を引き
出すよう努力することである．この目的のためには，
インタビュー調査は最適な手法と思われる．第二に，
できる限り利害関係者でない中立的な主体が意見収集
を行う必要がある．本手法では，インタビューの際，
出来る限り中立的な立場を保つよう努力している．た
だし，現実には，完全な中立はあり得ないので，調査
の目的に応じた適切な役割意識が必要とも言える．第
三に，直接的に問題認識に関する意見を尋ねるのでは
なく，当該主体が，どのような環境下で，どのような
目的にしたがって活動しているか，という間接的な情
報を収集することが必要である．ここでは，インタビ
ューにおける細かい駆け引きが極めて重要となる．第
四に，複数の問題の関係を明示化するために，問題の
因果関係を構造化すること，が必要となる．そこで，
本手法では，インタビューに先立って，問題構造図を
構築することとしている． 
 
５．問題構造化の手順 
(1) 分析対象の特定 
 問題構造化手法は，理論的には，かなり広範な一般
社会問題から，特定の問題に至るまで適用可能である．
ただし，課題抽出の視野の広さから言えば，政府の特
定部署が所管する，限定された問題よりも，複数の部
署にまたがる問題を対象とする方が，セクショナリズ
ムを超えた，新たな課題発見につがなることが期待で
きる．一方で，あまりに一般的な問題を対象とすると，
問題の論点が多すぎて，作業上の制約から現実的では
ない．したがって，これらを考慮しつつ，実務的ニー
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ズや分析者の問題意識に応じて，適切に分析対象を設
定する必要がある． 
(2) 問題構造仮説構築とステークホルダーの抽出 
 まず，特定の対象，あるいは特定の課題について，
問題構造の仮説を構築する．仮説構築にあたっては，
問題に関連する既存文献等を参考にしながら，「問題構
造図」を作成する．ここで，問題構造図とは，問題が
発生する原因とその結果を，因果関係フローとして描
いたものである（例として，図-1を参照のこと）． 
次に，問題構造図に含まれる要素から，問題に関係す
ると思われる，主要な利害関係者（＝ステークホルダ
ー）の候補を列挙する． 
(3) インタビュー調査準備 
 まず，ステークホルダー候補の中から，インタビュ
ーにかけられる時間や労力の制約等を考慮しながら，
インタビュー対象者数と，具体的な対象者を選定する．
当該問題に関して，賛否が分かれている場合には，賛
否両サイドを，インタビュー対象者に含めることが，
不可欠である．また，マスコミ関係者も，できれば入
れることが望ましい．インタビュー対象者数は，過去
の経験によれば，10～15で十分だと思われる． 
 次に，インタビュー対象者が決まったら，その主体
の問題構造認識に関する仮説を構築する．この問題構
造認識図も，やはり，因果関係を，フロー図として表
現したものである（例として，図-2 を参照のこと）．
ただし，問題構造認識図は，あくまでも当該主体の観
点から，問題構造に対する認識を分析するものである
ため，前述した問題構造図とは異なるものである．ま
た，関係主体によって，行動目的や制約条件が異なる
ので，たとえ同一の事象を対象としても，問題の捉え
られ方が異なることも予想される．この仮説構築に当
たっては，対象者が過去に発表した文献や，ホームペ
ージ等の情報を活用する． 
 その後，インタビュー対象者にアポイントメントを
取り，インタビューを実施する．インタビューのアポ
イントメントをとる際には，調査の趣旨と問題構造認

識図（仮説）を事前に調査対象者に送付しておく． 
(4) インタビューの実施 
 インタビューでは，問題構造認識図の仮説を相手に
見せながら話を始める．相手に対して，①行動目的あ
るいは目標，②行動を制約する要因，③他の主体に期
待する事項の三点を必ず聞く．その他，不明確な点や
疑問な点を適宜質問する．インタビューの所要時間は，
1.5～2時間が標準である．  
 インタビュー実施後は，次のような作業を行う．第
一に，問題構造認識図の仮説を更新する．例えば，仮
説に含まれない項目や構造が発見された場合には，そ
れらを新たに加える．一般に，公式に公開される情報
からは，ステークホルダーの認識している項目間重要
性の判断が困難だが，インタビューにより項目間の優
先順位がわかることが多い．そこで，必要に応じてこ
れらの情報を仮説に付け加える．また，仮説に対して
誤りが指摘された場合には，修正を施す．第二に，新
たな利害関係者が明らかになった場合には，ステーク
ホルダーリストに加える．仮説では登場しない利害関
係者が，インタビューによって浮かび上がることはよ
くある．必要に応じて，インタビュー対象者を増やす．
第三に，必要に応じて，後日，インタビュー対象者に
修正内容の確認を行う．修正案に誤りがある場合には，
適宜再修正を行う． 
(5) 政策課題候補の抽出と主体間関係分析 
 インタビューから得られた情報を集約して，問題を
整理することにより，対象とする問題の全体像を構造
化する．その際，様々な分野の分析者が，横断的に協
働することが重要になる． 
 まず，多くの主体によって，共通して指摘される問
題から，政策価値（政策として重要と考える要素）に
あたるものを，「ファクター」として抽出する．一方で，
問題に影響を与える外的要因として「環境条件」を明
確にする．そして，抽出されたファクターと環境条件
との組み合わせから「イシュー」を整理する．ここで，
イシューとは，政策課題の候補となりうるものの集合
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図-1 問題構造図の例：交通関連の環境問題のケース
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図-2 問題構造認識図の例：地下鉄事業者のケース 
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を表す．最終的な政策課題は，イシューの中から特定
の選択原理に基づいて選択される． 
 また，以上の政策課題候補の抽出に加えて，ステー
クホルダー間の関係についても分析を行う．ここでは，
各ステークホルダーが，他者に対して期待している事
項を表形式に整理する．主体間相互関係は，その後の
政策課題を検討する上で，新たな連携の発見や，制約
条件として使用することができる 4)． 
 以上の分析が終わったら，続いて，関係者が一堂に
会する場を設ける．その中で，政策課題候補と，主体
間関係分析の結果を，関係者にフィードバックする．
そして，関係者による議論の中からの政策課題の設定
について支援を行う．  
 
６．本手法の合意形成手法への適用可能性 
 以上で述べたように，問題構造化手法は，もともと
政策課題抽出のために開発されたものである．ただし，
この手法の一部をうまく活用すれば，社会的合意形成
の支援を行うことも，ある程度，可能となるかもしれ
ない．具体的には，次の三つの点で，合意形成に寄与
できる可能性があると思われる． 
 第一は，個別インタビューの活用である．一般に，
我が国では，複数のステークホルダーが集合する場で，
本音を語らない傾向にある．そのため，米国等で用い
られているオープンな形式のワークショップが機能し
ない可能性がある．それに対して，本手法のように，
個別にインタビューを行うことで，関係者の考えを深
くつっこんで聴取することは，問題構造の真の理解に
つながりやすい．また，インタビューは，双方向情報
伝達の手法であるから，単にステークホルダーの意見
を収集するだけにとどまらず，分析者の意見伝達を通
じて，ステークホルダーの考え方に影響を与えること
も可能となる． 
 第二は，インタビューに際して，分析者が「仮説」
を構築する点である．仮説構築は，分析者の理解を深
められるだけにとどまらず，公開情報と現実とのギャ
ップの理解を通じて情報提供のあり方を検討すること
にもつながる．さらに，仮説提示によって，インタビ
ュー対象者が回答しやすくなる，という実際上の利点
もある．こうした仮説提示型のインタビューは，本音
と建前を使い分けるあまりに，誤解を生みやすい我が
国のコミュニケーション構造を改良出来る可能性があ
る． 
 第三は，各主体の問題構造認識情報の共有を行う点
である．ステークホルダーは，他者の問題構造認識を
正しく理解できていない可能性が高い．分析者による
問題構造分析の結果を，ステークホルダーにフィード
バックすることで，相互に問題構造認識の理解が深ま

る． 
 なお，注意すべきことは，以上で示した問題構造化
手法の特性が，直接，現実の合意形成に寄与するとは，
考えにくいことである．なぜならば，問題構造化手法
から得られるのは，あくまでも各主体の認識に関する
情報に過ぎず，利害関係を調整する機能は，部分的に
しか，含まれていないからである．しかし，分析者が
インタビューを通じて調整者としての役割を果たすこ
とができれば，いわゆる「根回し」としての機能を果
たすことは期待できるかもしれない．一般には，公の
場での合意形成が望ましいと考えられることが多いが，
我が国の文化的背景を考えれば，こうしたやや非公式
ともいえる交渉手法を活用することは，現実の合意形
成に大きく寄与できる可能性も考えられる．我が国の
実情に見合った，合意形成手法の構築に貢献できれば，
本手法はさらに役立つものになると思われる．こうし
た観点から，今後とも，本手法の適用可能性を検討し
ていきたい． 
 
【注記】 
i) 例えば，2006年 11月に開催された PI フォーラム年次セミ
ナー2006「PI の広がりとその評価」（NPO 法人 PI-FORUM
主催）にて「問題構造化手法の PIへの応用」のセッション
を担当した． 

ii) 例えば，2006年12月に開催されたNISSAN Workshop in IPOS 
(Intensive Program on Sustainability) 2006 (日産学術財団主催，
佐島マリーナ)にて"Problem Structuring in Transport Policy"を
担当した． 

iii) 正式な講義名は，事例研究「政策プロセスマネジメント」で
ある． 

 
【参考文献】 
1) 加藤浩徳，城山英明，中川善典：広域交通政策における問題
把握と課題抽出手法－関東圏交通政策を事例とした分析－，
社会技術研究論文集，No.3，pp.214-230, 2005． 

2) Kato, H., Shiroyama, H., Nakagawa, Y. and Fukayama, T.: 
Problem structuring in transport planning: Cognitive mapping 
approach, Proceedings of the 11th World Conference on Transport 
Research, CD-ROM，2007. 

3) 加藤浩徳：都市問題解決に向けた地元ワークショップの報告，
Sustainable Urban Regeneration, Vol.3, pp.25-26，2006. 

4) 加藤浩徳，城山英明，中川善典：関係主体間の相互関係を考
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19 

PI-Forum  2 (1) 2007 Summer. 

PI-Forum誌編集委員から 

 日本人には討論をする土壌がないと言われること
がありますが、参加型手法の実験をしてみると必ず
しもそうではないことがわかります。ただ、例えば
｢議論好き｣と言われるドイツ人は討論することに
｢慣れている｣という面があり、それは初等教育から
議論の訓練がなされているからだと言われます。田
原氏の論文で紹介されている討議型世論調査の実験
は、討論する機会が比較的少ないと思われる日本に
おいて、その機会を提供するという意味でも重要な
取り組みであったのではないでしょうか。（久保 in 
Freibrug im Breisgau） 
 今回ご紹介した地球の友中東（FoEME）は、政治・
軍事的に不安定な状況が続く中東において、イスラ
エル・パレスチナ・ヨルダンの 3ヶ国にまたがる人
的・組織的ネットワークを構築・維持し、まさにヨ
ルダン川にかかる人の架け橋となっています。“Let 
the Jordan River Flow”（ヨルダン川の流れを取り戻そ
う）、“Crossing the Jordan”（ヨルダン川を渡ろう）、
さらにはヨルダン河谷を世界遺産に、と、構想力と
行動力あふれる草の根ネットワークを、ぜひ日本の
皆さんに知っていただき、支援していただければと
思っております。（西原） 
 全国各地多様な分野において、社会的な合意形成
が行なわれるようになってきました。このような中
で、私個人は地域の問題解決を切に願い行動してい
る住民、NPO、行政、企業、大学の方々に対する合
意形成のお手伝いを始めました。聖徳太子の時代か
ら脈々と受け継がれ洗練されてきた「和の実学」を
勉強し、欧米の分析的手法とを組み合わせて、地域

の合意形成への適用を試みています。素直に純粋に
一人一人と地域全体のことを想い、丁寧な傾聴を重
ねることで、ボタンの掛け違いをなくし、縺れ固ま
ってしまった人間関係を解きほぐし、問題解決にあ
たることができる、そんな仮説を実証的に検証して
いくことを今後１０年の課題としています。（水谷） 
 約２年ぶりの復刊です。本来は公募原稿も募集す
る予定であったのですが、まずは復刊を急ぐという
趣旨で、今回は公募原稿を募集しませんでした。次
号では必ず募集しますので、何か新しい話題を提供
したい方々はぜひ、次号で応募ください。PI-Forum
誌は多様な言説（discourse）が討議（deliberate）さ
れる劇場・競技場（arena）となるべく、多様性に心
がけた紙面構成を心がけています。今回も、手法か
ら実践まで、国内外から興味深い原稿が集まりまし
た。ぜひご一読いただき、読者のみなさまによる新
たな活動や理論へとつながれば幸いです。（松浦） 

PI-Forum誌編集委員 （第３号担当） 
松浦 正浩（編集総括）［PI-Forum理事］ 

東京大学公共政策大学院 客員講師

久保 はるか 
甲南大学法学部法学科 助教授

西原 弘 
有限会社サステイナブル・デザイン研究所 代表取締役

水谷 香織［PI-Forum理事］ 
（株）パブリック・ハーツ 代表取締役

PI-Forum誌 公募原稿募集
 
PI-Forum 誌は、公共政策、公共事業、まちづくりなどの分野における社会的合意形成に関する研究や事
例を、実務家と研究者が幅広く情報共有することを目的に、年１回発行されます。PI-Forum 誌はインタ
ーネット（ウェブサイトからのダウンロード）と郵送で配布されます。社会的合意形成の諸課題に関心のあ
る行政職員、大学研究者、コンサルタントの目に留まることが期待され、みなさまの研究と実践の成果発表、
広報の場として、大きな効果が期待されます。 
第４号についても、事例研究から文献レビューまで、原稿を幅広く公募する予定です。なお、原稿はＡ４判
２段組２～４ページ（写真図表等込）で、投稿料は無料です。採用された原稿の版権は NPO法人ピーアイ
フォーラムに帰属します。 
詳細が決まり次第、PI-Forumのウェブサイト http://www.pi-forum.org/ にて公募要領を発表いたします。

PI-Forum誌 広告出稿募集
PI-Forum 誌は幅広い情報の共有と伝播を目的に、インターネット上で無料配布しておりますが、インタ
ーネットの維持管理費用、各種研究機関への冊子版無償配布費用、その他郵送費、通信費等などを広告収入
により捻出しております。PI-Forum 誌（冊子版）は、行政機関や各種研究機関の公共政策、合意形成、
社会資本整備に特に関心の高い方々を対象に無償配布しており、当該分野に関連する広告効果はきわめて高
いと自負しております。公共政策分野のお仕事をなさっているみなさま、ぜひ広告出稿をご検討ください。
広告出稿に関するお問い合わせは info@pi-forum.org（担当：松浦）までお願いします。 
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NPO 法人 PI-Forum のご案内 
いま、何が問題か？ 
 近年、環境問題、まちづくり、社会資本整備、ゴミ処理施設立地等様々な分野で、行政対市民、地域対地域など関係者間の
利害対立、信頼感の欠如といった問題となっています。その結果、社会として解決すべき問題が放置され、誰もが納得できる
プロセス、解が存在しないことによる社会的損失が発生している事例が多く見られると考えられます。また、生命工学等の新
たな科学技術の導入に関しても、多様な価値観を持つ国民間のコンセンサス形成も課題となっています。そこでは、あるべき
政策を立案・選択していく上で、合意形成の仕組み・技術・知恵を社会全体の財産とすることが課題解決の大きな鍵となって
いると考えられます。  
PI-Forum の役割  
我々は、合意形成の重要性に対する社会的な認識を高め、中立的立場から合意形成の仕組み・技術・知恵を社会に提供します。  
PI-Forum の目指すもの  
 我々は、行政が政策決定過程に市民の参加を促すとともに市民一人一人が積極的に発議するための新しい合意形成の仕組み
を提案し、提供することにより、市民が主体的に合意形成の取り組みに参画する社会を実現するとともに公共サービスの満足
度を高めることを目指しています。   
PI ３つの定義  

Public Involvement 行政が政策決定過程に市民の参画を進めること 
Partnership Incubation パートナーシップを育む環境をつくること 
Public Initiative 市民一人一人が積極的に発議・提案していくこと  

役員（2007 年 7 月現在） 
理事長 城山英明（東京大学大学院法学政治学研究科 教授） 
副理事長 水谷香織（パブリック・ハーツ株式会社 代表取締役） 
理事 石川雄章（東京大学大学院情報学環 特任教授）、梅本嗣（（株）博報堂 ソーシャルマーケティングコンサルタン

ト）、菊池豊（高知工科大学総合研究所 准教授）、田熊伸好（（株）日立コンサルティング マネージングディレ
クター）、田中秀明（政策研究大学院大学 客員教授）、松浦正浩（東京大学公共政策大学院 客員講師）、矢嶋宏
光（（財）計量計画研究所ＰＩ研究室 室長）、山中英生（徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 教授） 

監事 鈴木達治郎（（財）電力中央研究所 上席研究員） 
 
PI-Forum 最近の活動報告 
◆メールマガジン・ウェブサイトによる情報提供 

実務家へのインタビュー、イベント報告、書評など最新情報満載のメールマガジン（購読無料・毎月発行）、ワークショッ
プ等イベントの記録、映像情報など満載のウェブサイトなどを通じ、３つの PI に関連する情報を幅広く提供しています。
詳しくは http://www.pi-forum.org/をご覧ください。 

◆第４期異分野ＰＩ交流ワークショップ２００６ 
 第 1回 組織間コラボレーションの課題～コンセンサス・ビルディング手法の実践事例から（2006 年 8 月 2日開催） 
第 2回 市民参加や合意形成の場における倫理コード～市民参加や合意形成の場に倫理コードは必要か（2006 年 9月 28 日開催） 

◆PI-Forum が考えるＰＩ指針（「市民参加」の重要なポイント）ドラフト ver.03（2006 年 3 月） 
 近年、様々な分野で、公共政策の過程に市民参加型のプロセスを取り入れるケースが増加し、市民参加のルールをガイド
ライン化しようという動きも活発化してきました。そこで PI-Forum では、より良い市民参加の普及を支援するために、
市民参加にとっての重要なポイントを明らかにすることが必要だと考え、専門家や実務者の意見を反映して文書化した『Ｐ
Ｉ指針案(ver.03) 』を作成しました。市民参加の重要なポイントとして、コア・バリューと５つの基本的な考え方の他、
具体的な運用の方法についての記述が含まれています。 

PI-Forum ご参加のおさそい 
PI-Forum では、市民団体、大学、行政、民間等の幅広い分野・立場の方々のプラットフォームを形成する
ため、幅広く会員を募集しております。PI-Forum の自主的・独立的な活動は、会員、協力者に方々によっ
て支えられています。ぜひ、ご入会を検討下さい。 
会員特典 (1) PI-Forum 主催の各種イベントに優先参加受付、参加費割引 

(2) 会員メーリングリストや会員フォーラムをはじめとする議論・親交の場への参加 
(3) 会員提案型事業への参加・支援 
(4) PI-Forum 主催の各種プロジェクトに主体的に参加 

会費 正会員：入会金 3,000 円 年会費 6,000 円  
学生会員：入会金 3,000 円 年会費 2,000 円  

会員期間 年度会員制度（5 月 1 日～4 月 30 日）で、申込みは四半期ごとの受付となります。 
会員お申込は PI-Forumのホームページ http://www.pi-forum.org/ から申込書をダウンロードいただくか、

PI-Forum 事務局まで申込書をご請求ください。 
 
賛助会員制度もご用意いたしております。詳しくは info@pi-forum.org までお問い合わせください。 
 
  特定非営利活動法人（内閣府認証） ピーアイ･フォーラム PI-Forum  http://www.pi-forum.org/ 
  事務局 〒780-0862 高知県高知市鷹匠町 1 丁目 3-22  




